
令和 7 年度次世代研究者挑戦的研究プログラム候補者となる修士課程学生 

授業料免除支援 募集要項 

 

１．目的                                           

本学の博士課程の進学を希望する優秀な修士課程学生への支援を充実させるために令和 7 年度の授業

料免除支援を行う。 

 

２．対象者                                          

大学院理工学研究科博士前期課程（理・工学系）学生 

大学院有機材料システム研究科博士前期課程 学生 

大学院医学系研究科（看護学専攻・先進的医科学専攻）博士前期課程 学生 

大学院医学系研究科医学専攻のうち 1 年次学生のみ 

ただし，社会人学生は除く。 

※令和 6 年度に採択された者も改めて申請を行うものとし，再度審査により採否の決定を行う。 

 

３．応募条件                                             

 以下の①,②,③の条件を満たす者 

①本学の修士課程に入学し，博士課程の進学を希望している者。 

  大学院医学系研究科医学専攻学生については，上記条件を満たしたものとして扱う。 

②学力要件として，募集年度の前期終了時までに修得した単位数が 10 単位以上（ただし，合格か不 

合格かだけを判定する科目を除く）であること。 

 ③本学の「やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム」への出願を希望する者。 

 

４．応募期間                                             

 10 月 29 日（水）から 11 月 28 日（金）まで 

 

５．授業料免除支援採用者数                                     

２０名 

 

６．提出書類及び提出方法                                     

 以下の提出方法に従い,①,②,③の書類を提出すること。 

 なお，提出された書類の返却は行わない。 

 ①「次世代研究者挑戦的研究プログラム」における授業料免除支援申請書（様式１） （原本１部，写

し２部） 

・申請者本人が作成し，Ａ４両面印刷（長辺綴じ）すること。 

・申請書のコピー（２部）の右上余白には，「写し」と鉛筆書きすること。 



・対象となる業績は，当該年度の前期までに挙げたもの。 

・資料番号は，各項目番号（１～５）に対応した番号とし，ひとつの項目番号で複数の資料がある場合 

は，枝番号を付すこと。（例：項目番号１の資料が１つの場合→１，項目番号３の資料が３つの場合 

→３－１，３－２，３－３） 

・項目に該当する業績がない場合でも，その項目及び記入欄は削除しないこと。 

ただし，記入欄の行（スペース）を詰めることは可。 

②業績を証明する書類 （写し３部） 

・各資料の右上余白に，申請書類①「「次世代研究者挑戦的研究プログラム」における授業料免除支援

申請書」の資料番号と同じ資料番号を記載すること。 

・著作や作品などの現物の提出は不要。コピーや写真等評価されたことがわかる資料（本人が確認で 

きる雑誌の掲載部分や賞状の写し等）を添付すること。 

・「学位論文その他の研究論文」の証明書類は，論文全体の写しではなく，申請者名（著者名）・論文タ 

イトル・学術雑誌名及び発行日」等が分かる部分の写し等と論文内容の概要（１，２枚程度）を提出 

すること。 

・「授業科目の成績」に該当する推薦者で評価の対象とする場合は，現在，在籍する課程の今年度前期 

までの成績証明書。 

・TA，RA 等の補助業務は，委嘱者の証明書（各キャンパスの総務課に申込必要）。 

・特許やボランティアに係る業績を証明する書類は，申請者本人が参加したことが分かる書類。 

・書類は，ホチキス止め，クリップ止めしないこと。 

・証明書類の入手は，発行にかかる日数を考慮し，余裕を持って行うこと。 

③募集年度の前期終了時までの成績証明書 

 

７．提出先                                            

 所属するキャンパスの各担当窓口に提出期間内に提出してください。 

 小白川キャンパス－理学部事務室教務担当（TEL.023-628-4508） 

飯田キャンパス－学務課学生支援担当（TEL.023-628-5176） 

米沢キャンパス－学生サポートセンター学生支援担当（TEL.0238-26-3017） 

 

８．授業料免除支援採用者の義務                                     

 本学の「やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム」に出願すること。 

 出願が確認できない場合は，遡及して免除を取り消すことがある。 

 ただし，以下の場合は免除取り消しの対象外とする。 

 ・就職等による進路変更 

 ・日本学術振興会特別研究員への採用等による出願資格の喪失をした場合 

 

９．授業料免除支援採用者の決定について                              

 申請者からの提出書類を基に，各研究科からの推薦に基づき授業料免除支援採用者を決定する。 

 採用結果は本人に文書で通知。12 月中旬予定 



 

10．個人情報の取扱いについて                                  

 取得した個人情報は，本支援事業に係る目的に限り使用し，第三者に開示・提供・預託することはない。 

 

11．その他                                            

 ・当該年度の授業料をすでに納付している者については，決定後に返納する。 

 ・本支援は令和 7 年度のみの支援とする。令和 8 年度以降も支援が継続するものではない。 

 

12．本件問い合わせ先                                       

山形大学エンロールメント・マネジメント部学生支援課 

〒990-8560 山形市小白川町 1-4-12 

Tel:023-628-4840  担当：齋藤 

Mail: yu-gakumu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

mailto:yu-gakumu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

